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５）天竜川上流流域治水プロジェクトNIPPON防災資産認定制度について

【制度概要】

実施主体：国

天竜川



５）天竜川上流流域治水プロジェクトNIPPON防災資産認定制度について（R7認定案件）

【事例紹介】

令和7年度（第2回目）の認定において、天竜川総合学習館「かわらんべ」が中部地方整備
局管内において初めて「優良認定」されました。
12月22日には東京霞が関で優良認定者を対象とする認定式が行われました。認定式には

かわらんべの伊藤館長が出席され、金子国土交通大臣から認定書を授与されました。

天竜川

親子で参加してもらう三六災害伝承講座や身近な災害
痕跡をめぐる防災ウォーキング、災害時の避難生活の模
擬体験など、独自の防災学習プログラムや防災イベント
を企画している点、水災害の発生しやすい伊那谷の自然、
防災に関する知識、備えについて理解を深めるための多
様な活動を地域をまきこんだ形で実施している点などが
特に優れているとして評価されました。

令和７年度の優良認定案件は6件 認定案件は4件

金子国土交通大臣から認定書を授与 金子国土交通大臣と記念撮影

【評価された点】

施設や取組がブランド化され、地域が活性化していくことも期待されます。

実施主体：天竜川上流河川事務所、飯田市ほか

・災害に関する事実など基本的な情報を
含んでいるか

・行動をおこす動機付けにつながる内容
を有しているか

・知識や教訓が存在し、備えにつながっ
ているか

・深い学びや行動に結びつく手がかりが
あるもの

ハザードマップ判読 災害教訓伝承（三六災害）

【評価項目】
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